
第２ 事業の概要 

1 法人運営 

（１）経営・財務基盤の強化について

財務基盤の強化については、学生数の減少により悪化している本法人の収支状況

を教職員に周知する機会を持ち改善に向けた行動の必要性を共有した。また、収入

の減少に伴い、経費をコントロールするための予算編成の改善に取り組んだ。 

寄付金収入の増収を図ることについては、キャンパスの整備や施設設備の充実等、

学生・生徒が一層学びやすく快適に過ごせる修学環境の向上を図るため、学校法人

盛岡大学施設設備サポート募金を開始した。 

経営の安定化に資するための資産運用に関しては、債券等の購入に際し安全性と

収益性の高いものを選択し購入することにより、収入の確保に努めた。 

学費改定等については附属高校の学納金を令和 5 年度入学生から改定し、また大

学・短期大学部においても令和 7 年度入学生から増額改定することを決定した。 

（２）教育研究活動の推進

ア 多様化する学生・生徒のニーズに反映した教育の更なる質の向上、学生支援体制

の充実、地域に貢献できる教育機関として、特色、魅力ある学校づくりを推進した。

イ 海外研修をはじめ、海外留学や、協定校からの留学生受け入れ、学生の国際交流、

大学間協定など学生の海外研修や留学などをサポートする専門機関として盛岡大

学・盛岡大学短期大学部多文化共生センターの設置を決定した。

ウ 各校とも、それぞれの教育目標（理念）に基づき活発な教育・研究活動を展開し、

活性化を図った。

（３）施設設備整備計画と教育研究環境の充実

ア 砂込キャンパスにおいて、校舎屋根防水改修及び高圧受電設備更新工事並びにエ

アコン設置工事を完了した。また、エコキャンパスを意識した取り組みの推進を図

るため、環境負荷低減と節減効果が見込めるデマンド監視装置を設置し、最大消費

電力の抑制に一定の効果をあげた。加えて LED 化の整備計画を策定した。

イ 学生の経済的負担の軽減、利便性の向上を図り、通学環境を改善し、より教育環

境の充実を図るため、スクールバス全路線及び岩手県北バス盛岡大学線の無料化を

実施した。

（４）組織運営管理体制の整備

本法人の業務の有効性、効率性並びに業務処理の適法性、妥当性について、検討

及び評価し、その結果に基づく情報の提供及び業務の是正又は改善のための助言、

提言等を行うことにより、本法人の業務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的

として内部監査室に専担者を配置すること、また、法人及び本学に関する諸データ

を収集・分析し理事及び理事会が効率的な法人運営及び意思決定を行えるよう支援

することを目的として、企画部に経営戦略課の新設を決定した。 

 事務の効率化・合理化に向けた事務組織の改編（フラット化、スリム化）には至

らなかった。 



（５）入学定員の確保について

法人全体での学生・生徒・園児の総数は 2,463 人であり、収容定員 2,401 人を

62 人上回ったが、盛岡大学文学部英語文化学科及び児童教育学科、栄養科学部栄

養科学科、盛岡大学短期大学部、盛岡大学附属幼稚園については収容定員を下回っ

た。（在籍者数等の詳細については、Ｐ10「7 入学者数及び学生・生徒・園児数」

参照。） 

（６）認証評価受審について

盛岡大学は令和 5 年 10 月 10 日、11 日に、令和 5 年度大学機関別認証評価を受

審し、公益財団法人日本高等教育評価機構が定める大学評価基準に適合していると

認定された。 

盛岡大学短期大学部は令和 5 年 10 月 2 日、3 日に、令和 5 年度認証評価を受審

し、一般財団法人大学・短期大学基準協会より適格と認定された。 

（７）中期計画（令和元年度～令和５年度）の総括について

学校法人盛岡大学中期計画（令和元年度～令和 5 年度）で設定した基本事項及び

目標並びに重点項目の達成状況等を総括し法人全体の進捗状況を把握するととも

に問題点や成功要因を特定することにより、次期中期計画で改善策を講ずるための

手掛かりとした。 

（８）中期計画（令和６年度～令和１０年度）の策定について

人口減少等による入園・入学対象者数の減少、多様な価値観への適応等、社会環

境の変化による厳しい環境の中で、地域に根差した存在感のある学校法人として、

建学の精神の基で持続的な発展を目指すため、学校法人盛岡大学中期計画（令和 6

年度～令和 10 年度）を策定した。 

 学校法人盛岡大学中期計画（令和 6 年度～令和 10 年度）では、「人と未来を支え

る」をビジョンに掲げ、対処すべき重点項目を「定員の確保」「経営基盤の強化」

「教育の充実」「地域との連携強化」とした。 
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盛岡大学附属高等学校

重点項目 達成状況と今後の課題
評
価

Ⅰ 事業計画  

１ 入学者定員の安定的な確保

２ カリキュラム・マネジメントの推進

３ 新教育課程の実施

４ 高大連携の更なる充実

５ 教職員の資質向上

６ 生徒の安全面等環境に配慮した施設設

備の改善

Ⅱ 目指す学校像

１  愛と奉仕の精神に則り、主体的に生きる

人間を育成する学校  

２ 社会の形成者となることを意識し、高い

志を掲げる人間を育成する学校

３  自らを律し、他者を尊敬、尊重できる、

自立した人間を育成する学校  

Ⅲ  重点目標及び方策  

１  受験者数・入学者数の確保  

（１）定員を確保し適切な教育環境を維持す

るため、広報活動に力を入れる。  

（２）推薦・自己推薦者入学者 130～ 140 名、

一般志願者 400 名以上を確保する。

①地域内の中学校訪問・説明を実施し、専願

の志願者増を図る。

②首都圏での入試説明会・相談会を実施し、

県外からの入学者を増やす。

（３）高大連携進学コースの基礎固めを行う

とともに、他のコースについても生徒の

可 能 性 を 最 大 限 に 引 き 出 せ る よ う コ ー

ス・ポリシーの再定義を行う。

２  学力向上・授業 改善（主体的・対話的で

深い学び）の充実  

（１）学ぶ意欲を育て、学習する習慣を身に

つけさせ、基礎学力の定着を図る。

① スタディ・サプ リ等による ICT 学習を積

極的に行い、学力向上の一助とする。

② 読解力 ・文章作成力育成のため、定期考

査において記述式問題を導入する。

（２）学力の 3 要素に対応した観点別評価に

基づく授業改善を図る。

１  受験者数・入学者数の確保  

（１）入試課を中心に丁寧な広報活動を

実施。  

（２）志願者合計が昨年度比増は本校、

岩手、江南義塾、花巻東の 4 校のみ。

推薦・自己推薦者入学者 165 名（ 3/1

時点で 178 名が手続き完了）、一般

志願者 426 名の確保は健闘。首都圏

での入試説明会・相談会も実施。  

（３）進学コースの入学者増。高大連携

進学コースの志願者は安定。特進ク

ラスと併せて更なる学校の魅力づ

くりが必要。

２  学力向上・授業改善（主体的・対話

的で深い学び）の充実  

（１）  生徒の「学ぶ姿勢」と学習習慣

定着の鍵は①初期指導（新年度当

初 1 か月の指導がその後を分け

る）②中間的指導（各期毎の教

師・生徒の振り返り）の 2 つ。不

断の授業改善が必要。  

chromebook 研修会を複数回実

施。更なる積極的な活用を進める。 

（２）観点別評価については一層の周知

と運用が必要。評価結果を教師自身

が授業改善に生かすとともに、子供

が自らの学習改善に生かすことに

より、目標に掲げられた資質・能力

をすべての子供に実現させること  

A 

B 



重点項目 達成状況と今後の課題
評
価

（３）年次進行で進む新教育課程と旧教育課

程 と の バ ラ ン ス を 考 慮 し 、 新 科 目 の 研

究・実践に励む。

（４）読書指導（朝読書）を通して生徒の想

像力と批判力を育む。併せて図書室の整

備・整理を継続する（大学との連携）。

３  生徒の主体性の育成と規律ある学校生

活の実現  

（１）さわやかな挨拶・服装、整理整頓が行

き届いた清潔感のある学校風土を目指

す。  

（２）「 18 歳成人」としての自覚を育むため

の消費者教育、主権者教育等を探究との

コラボを含め学校全体で実施する。

（３）礼拝や各種講話を通して、礼節、他者

に対する気配りやいたわりの心を育成

する。  

（４）保護者との連携を密にして、実態掌握

に努め、生徒の人権を尊重する指導を徹

底し、生徒の居場所作りを進める。  

（５）学校行事や部活動、ボランティア活動

等への積極的な参加を促し、自主性・社

会性・奉仕的精神を培い、メタ認知して

自己評価できる力を養う。  

（６）生徒会と連携しながら、情報モラル等

を高め、いじめを許さない風土づくりに

努める。校則等の見直しについても主体

的に取り組ませる。具体的にはスラック

スの導入、情報モラルは喫緊の課題、校

則見直しと併せて「ルールを生徒たちと

ともに話し合って制定し、みんなで納得

して遵守するという、手間と時間のかか

るプロセスを工夫するチャンス」として

捉え、実行していく。

を目指す。  

（３）新教育課程が学年進行実施。「主

体的・対話的で深い学び」の実践に

向けてさらに授業改善。  

（４）読書指導の定着度チェックの必要

あり。読書の結果をアウトプットす

る場が必要。  

図書整備については大学図書館副

館長の吉植庄栄先生がご退職のため

新副館長と引き続き連携して継続。

３  生徒の主体性の育成と規律ある学

校生活の実現  

（１）さわやかな挨拶や礼儀作法等の基

本的マナーをはじめ、将来、社会人

として必要な基礎基本を身につけ

るとともに、他者に対する敬意に満

ち、仲間と協力し合える、豊かな心

の育成を図っていく。適宜の指導を

怠らない。  

（２）「主権者教育」実施。大きな成果。

次年度は進路課に所管を移し、新た

な体制を整えたい（『探究』とのコ

ラボ等学校全体の取組を検討）。

（３）スクールポリシーである「建学の

精神（キリスト教主義に基づいて教

育を行い、愛と奉仕の精神を体した

人格を形成する）」の下、豊かな人

間性の育成に取り組む。  

（４）保護者対応に苦慮。管理職が出る

ことによって担任の心労を軽減で

きた。学年団、生徒指導課等の協力

体制に感謝。管理職への報連相体制

の一層の構築を。特に初期対応が

鍵。併せて、生徒の人権を尊重する

指導を徹底。  

（５）コロナ禍明けでもインフルエンザ

対応に配慮。実施要項作成段階から

生徒の主体性を引き出す工夫を盛

り込む。  

（６）ＳＮＳ関係の情報モラル教育は年

度初めはもちろん年間を通して実

施したい。校則も含めて、手間はか

かるが「ルールを生徒たちとともに

話し合って制定し、みんなで納得し

て遵守する」というプロセスを生徒

の自主性を引き出すチャンスと捉

えたい。  

B 



重点項目 達成状況と今後の課題
評
価

４  生徒の進路目標設定の支援を行い、目標

に向かって努力させる進路指導  

（１）１年生からキャリア学習を取入れ、進

路意識の醸成を目指す。そのために。教

師どうしがつながりながら生徒に向き

あう。

（２）入学金免除の周知を行い、盛岡大学 ･

短期大学部への進学者を増やす。高大連

携進学コースの生徒のみならず、進学コ

ースの生徒にも高大連携の行事への参

加を推奨する。

（３）特別進学コースから 30％以上の国公

立大学合格を目指す。他のコースからも

大学入学共通テスト受験を目指す生徒

を育成する。そのために、生徒個々の力

に頼るのではなく学校全体としてのシ

ステム化（土曜課外の在り方、共通テス

ト後の時間割編成等）を図る。

（４）共通テストの研究を行い、考えを深め

ることができる生徒を育成する授業を

目指す。

（５）教員個々の進路指導に関する指導力向

上を図る。

５  心と体の健康づくり  

（１）将来にわたって、心身ともに健康で健

全な健康観を持った生徒の育成を図る。 
（２）心身に不安を持つ生徒の早期発見と学

校生活の支援のための組織的な体制を

強化する。

（３）学校全体での情報共有に努め、必要に

応じて教職員の研修を図る。

６  地域に信頼される開かれた学校づくり  

（１）学校自己評価及び関係者評価を行い、

評価結果を公開し、学校運営の改善に生

かす。

（２）本校の教育活動等への理解促進のため

に、様々な活動のタイムリーな広報に努

める。

（３）年間行事予定に沿ってホームページの

充実を図り、発信に努める。

７ 教職員・学校組織等の望ましい在り方

（１）危機管理マニュアルの見直しを行い、

安心・安全な学校運営を行う。安全点検

４  生徒の進路目標設定の支援を行い、

目標に向かって努力させる進路指導  

（１）  大学等のオープンキャンパスや

インターンシップ等、生徒の校外

体験の機会を確保し、実体験を通

じて進路を考えさせたい。面談は

担任だけでなく、色々な先生方の

お話を聞く機会があっても良い。

（２）三者面談や学年通信、中学校訪問

等で更なる発信を進める。

（３）特進コースから国公立大学に合格

させるためのシステム構築（従前の

活動の充実・改善、新規企画の立ち

上げ等）。他校（葛巻高校、西和賀

高校等）に学ぶ機会を持ちたい。  

（４）（５）教員が共通テストや模擬試

験問題を解いてみることが大前提。

その結果を授業に落とし込む必要

あり。  

５  心と体の健康づくり

内面の弱さ、もろさ、幼さを抱えた生

徒に、自他の生命尊重と自己肯定感を持

たせる指導が必要。学習評価も日常生活

も部活動もまず「ほめる」ことから始め

たい。必要なときに誰かに助けを求める

「援助希求」の力を向上させたり、助け

を必要としている人に手を差し伸べら

れる心を育成したい。  

６  地域に信頼される開かれた学校づ

くり

学校自己評価は「耳の痛いご意見」ほ

ど大切にしたい。ＨＰやマスコミへの投

げ込み取材等、本校生徒の活動が広く市

民・県民の目に触れるよう工夫したい。 

７ 教職員・学校組織等の望ましい在り

 方  

（１）リスクマネジメントの感度を上げ

るため、「事故が起こる可能性」を

B 

B 

B 

B 



重点項目 達成状況と今後の課題
評
価

の定期的実施。

（２）校務に対して達成すべき目標を掲げ、

PDCA を意識しながら学校運営を行う

とともに、分掌・学 年・教科の計画の進

捗状況を確認しながら機能的運営を図

る。

（３）タイムマネジメントを行い、ワーク・

ライフバランスを意識して業務を遂行

する。

（４）互見授業、「 Find!アクティブ・ラーナ

ー」を用いた指導法の研修等を通じて、

授業力向上に努める。

（５） integr i ty の精神の下にコンプライア

ンスの醸成に努める。

（６）同僚とチームで対応し、時には弱音が

吐ける、「失敗談を笑 顔で話せる」、風通

しの良い職場環境確保に努める。  

見抜く安全点検の定期的実施と点

検結果の早期改善。  

（２）各主任を中心とした組織的な業務

展開が一層必要。「起案（回議）の

重要性を再確認。  

（３）～（６）

お互いを高め合う「同僚性」を目指

す場としての職員室、その日の生徒の

素敵な姿がふんだんに語られる職員

室づくりをさらに進めていく。  

良質な組織風土を形成・維持してい

くために、教職員一人ひとりが言葉の

隅々にまで神経を張り巡らし、他者を

リスペクトし合う態度を継続的に示

し、習慣にしていく。



令和５年度 事業報告 
幼保連携型認定こども園盛岡大学附属幼稚園 

令和６年５月２日 
 事業計画項目 進捗状況等・実施結果等 

1. 地域交流事業 

 
(ア) 未就園児サークルの月二回開催す

る。 

(イ) 地域に園を公開する。 

(ウ) イベントを企画する。 

 

(ア) 月齢で対象者をわけて月 2回（全 18回）の開催を継続した。参加者が定着し

保護者とのつながりも感じられていた。職員との関係ができると保護者も安心

して、入園を希望していた。土曜日開催は参加者が少なかったので平日開催に

移行していきたい。 

（イ・ウ）園庭でクラフト市（もりもり市）を企画開催し盛況に行われた。コロナ禍

でつながりが薄れていた方々も懐かしんで訪問してくれた。地域への公開と、

人とのつながりを取り戻してくれたイベントになった。継続することで認知度

が上がると期待できる。 

2. 保育の質向上に向

けた教職員の研鑽 

 

(ア)乳幼児保育研修 

(イ)特別支援研修 

(ウ)研究発表 

 

 

 

 

 

 

 

(ア) 園内研修を 31回行い、その中で幼児理解を深め大切なことを共通理解して保

育にあたることができた。短大石川正子先生を招き、「愛着形成について」の

講義を受け乳幼児保育を専門的に学ぶことができた。乳幼児の救急対応を学ぶ

ため盛岡西消防署厨川出張所の所員より、AED講習をうけた。 

(イ) 盛岡大学長田教授、短期大学部嶋野教授とケースカンファレンスを 2回、盛岡

市の巡回指導を 4回活用して日々の的確な保育に活かすことができた。 

(ウ) 未満児・以上児と別れて園内研修を積み重ねてきたことを園内で発表し合い研

究討議を行った。時間を捻出し一堂に会して話し合えたことは成果として大き

く、保育の方向性を共通理解し合うことができた。 

3. 食育の推進 

 
(ア) 給食の充実 

(イ) 「鍋まつり」体験 

(ウ) 「魚の解体ショー」体験 

(エ) 離乳食体験・幼児食体験 

(オ) 行事食の充実 

 

(ア) 委託業者との関係作りを丁寧に行い連絡を取り合いながら子どもの育ちや保

育活動に柔軟に対応してもらうことができた。 

(イ) 子ども達自身が栽培、収穫したものを食する喜びを味わうことができた。食

を楽しむ経験ができたことは成果として大きい。 

(ウ) 目の前で鮭をさばいてもらい、魚の体の仕組みに興味をもち五感でそれぞれ

が感じていた。 



(エ) 離乳食について保護者に参観してもらうことはできたが実食してもらうこと

はできなかった。家庭状況や食への考え方が多様化していることを強く感じる

ので、食の大切さを発信していくことは継続したい。 

(オ) 季節の行事などにあわせて提供をしてもらうことができた。 

4. 広報活動 

 
(ア)教育・保育内容についての周知 

(イ)子育てについてのコラムを掲載 

 

(ア)（イ）遊びの様子やその時期の子どもの育ち、子育てについての情報をお便り

に盛り込み、保護者に配布するとともに、地域の回覧板にのせたり近隣の小学

校へ配布した。成果は見えづらいが、広く園の様子を知ってもらう方法の一つ

として継続していきたい。 

5. その他  (ア)園児定員数の確保 

 

(ア) 各学年とも毎月の入園受入れ枠を 2～3 名として盛岡市に申請し、5 月から 3

月までの入園児数は 27名であった。定員 111名のところ 3月の在園児数は 121

名と定員を超えている。今後は 0 歳児の受入れを推進していくことと、1 号認

定の獲得にむけ広報活動を工夫していきたい。それにより新年度を定員数で開

始できるよう目指したい。 

 



3 役員会等の開催状況

（１）理事会

４月２０日
（２回目）

①評議員会の意見を参考に理事長が監事を選任することについて　②盛岡大学客員
教授の任期更新について

５月１日
①理事長の選任について　②常務理事の選任について　③理事長職務代理の順位に
ついて

２月２９日

①盛岡大学栄養科学部長の選任について　②役員賠償責任保険の更新について　③
盛岡大学文学部教育職員の採用について　④盛岡大学栄養科学部教育職員の採用に
ついて
⑤令和６年度スクールバス業務委託契約及び通学用定期券契約の承認について

３月２７日
（１回目）

①理事の選任について　②評議員の選任について　③評議員の推せんについて

３月２７日
（２回目）

①盛岡大学学則の一部改正について　②令和５年度予算の第２次補正について　③
学校法人盛岡大学中期計画（令和６年度～令和１０年度）の策定について　④令和
６年度事業計画及び予算について　⑤学校法人盛岡大学旅費規程の一部改正につい
て　⑥盛岡大学附属高等学校奨学生規程の一部改正について　⑦盛岡大学・盛岡大
学短期大学部と上越教育大学との連携・協力に関する協定の締結について　⑧盛岡
大学栄養科学部教育職員の採用について　⑨盛岡大学栄養科学部教育職員の教授昇
格について　⑩盛岡大学短期大学部学則の一部改正について

１１月３０日
①盛岡大学及び盛岡大学短期大学部の学納金を改定することについて　②盛岡大学
短期大学部学則の一部改正について　③令和５年度盛岡大学附属高等学校奨学金予
算総額を増額することにについて

１２月２１日
①盛岡大学学則の一部改正について　②盛岡大学短期大学部学則の一部改正につい
て
③幼保連携型認定こども園盛岡大学附属幼稚園長の選任について

１月２５日

①盛岡大学附属高等学校学則の一部改正について　②盛岡大学及び盛岡大学短期大
学部同窓生子弟等入学金免除制度を新設することについて　③盛岡大学文学部長の
選任について
④盛岡大学文学部教育職員の採用について　⑤盛岡大学栄養科学部教育職員の採用
について　⑥盛岡大学文学部教育職員の教授昇格について

８月３１日

①盛岡大学・盛岡大学短期大学部多文化共生センター（仮称）の新設並びに組織、
運営体制について
②学校法人盛岡大学経理規程の一部改正について　③盛岡大学短期大学部教育職員
の採用について

９月２８日
①盛岡大学・盛岡大学短期大学部とイオンモール株式会社イオンモール盛岡との包
括的連携に関する協定の締結について　②盛岡大学文学部教育職員の採用について

１０月２６日

①盛岡大学学則の一部改正について　②盛岡大学短期大学部学則の一部改正につい
て
③令和５年度予算の第１次補正について　④学校法人盛岡大学役員・評議員報酬規
程の一部改正について　⑤退職金支給引当特定資産運用規程の一部改正について

５月２５日
（２回目）

議題なし（報告事項のみ）

６月２９日 議題なし（報告事項のみ）

７月２７日 ①盛岡大学栄養科学部教育職員の採用について

開催月日 議 事 内 容

４月２０日
（１回目）

①理事の選任について　②監事候補者の選任について　③評議員の選任について
④評議員の推せんについて

５月２５日
(１回目）

①令和４年度事業実績報告及び決算について



（２）評議員会

（３）常勤理事による案件審査会議

１２月２１日
①盛岡大学学則の一部改正について　②盛岡大学短期大学部学則の一部改正につい
て

１月２５日
①盛岡大学附属高等学校学則の一部改正について　②盛岡大学及び盛岡大学短期大
学部同窓生子弟等入学金免除制度を新設することについて

１０月２６日

①盛岡大学学則の一部改正について　②盛岡大学短期大学部学則の一部改正につい
て
③令和５年度予算の第１次補正について　④学校法人盛岡大学役員・評議員報酬規
程の一部改正について

３月２７日

①評議員の選任について　②盛岡大学学則の一部改正について　③盛岡大学名誉教
授の称号を授与することについて　④令和５年度予算の第２次補正について　⑤学
校法人盛岡大学中期計画（令和６年度～令和１０年度）の策定について　⑥令和６
年度事業計画及び予算について　⑦盛岡大学短期大学部学則の一部改正について

　　理事会議題及び同報告事項を纏め上げるための予備討議を行い、コンセンサスを
 図っている。令和５年度は２０回開催した。

５月２５日

開催月日 議 事 内 容

４月２０日
①評議員の選任について　②監事の選任にあたり評議員会の同意を求めることにつ
いて

①令和4年度事業実績報告及び決算の報告について

１１月３０日
①盛岡大学及び盛岡大学短期大学部の学納金を改定することについて　②盛岡大学
短期大学部学則の一部改正について



４　監査の実施状況

（１）令和5年度の監査報告書は下記のとおりである。

（２）監事2名のうち、1名は常勤監事として週4日出勤し常勤監査体制を高めている。

（３）例月の監査の実施状況は以下のとおりである。

ア 理事会及び評議員会には原則として毎回2名出席し業務の執行状況を監査して
いる。また、案件審査会議についても後日、会議録、協議資料をもとに開催状況を監査し
ている。

イ 財務状況に関する監査の充実という観点から、監査法人監査には常勤監事が
立会いしている。

ウ 日常は、現預金・重要保管物等の実査及び公印管理状況をはじめ、各種コン
プライアンスの遵守状況等について監査を実施し、業務の改善を促している。

エ 決算監査は関係法令、学校法人会計基準、寄附行為に基づいて行っている。
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